
令和５年２月２２日

第１回廿日市市議会議案

（第１回定例会）

廿 日 市 市





第１回廿日市市議会議案目次

報告第 １ 号 専決処分事項の報告について ……………………………１

議案第１２号 廿日市市まち・ひと・しごと創生基金の設置、 ………３

管理及び処分に関する条例

議案第１３号 廿日市市あさはらまちづくり交流センター設置 ………７

及び管理条例

議案第１４号 広島県水道広域連合企業団に参加することに伴 ……１９

う関係条例の整理に関する条例

議案第１５号 廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例 ………２５

議案第１６号 廿日市市財政状況の公表に関する条例の一部を ……２９

改正する条例

議案第１７号 廿日市市公共施設等整備基金の設置、管理及び ……３３

処分に関する条例の一部を改正する条例

議案第１８号 廿日市市墓地設置及び管理条例の一部を改正す ……３７

る条例

議案第１９号 廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例 ……………４１

議案第２０号 廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条 ……４５

例

議案第２１号 廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運 ……４９

営に関する基準を定める条例等の一部を改正す

る条例

議案第２２号 廿日市市保育園条例等の一部を改正する条例 ………５７

議案第２３号 廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に ……６３

関する条例の一部を改正する条例

議案第２４号 廿日市市小規模下水道条例の一部を改正する条 ……６７

例

議案第２５号 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に ……７１

関する条例の一部を改正する条例



議案第２６号 廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関す ……７５

る条例の一部を改正する条例

議案第２７号 廿日市市都市計画事業基金の設置、管理及び処 ……９９

分に関する条例等を廃止する条例

議案第３８号 過疎地域持続的発展計画の変更について …………１０３

議案第３９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定める …１０７

ことについて

議案第４０号 広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係 …１１１

る連携協約の変更に関する協議について

議案第４１号 財産を支払手段として使用することについて ……１１５

議案第４２号 字の区域の廃止及び町の区域の設定について ……１１７

議案第４３号 市道路線の認定及び廃止について …………………１２１

議案第４４号 廿日市市公平委員会委員の選任の同意について …１２３

議案第４５号 廿日市市教育委員会委員の任命の同意について …１２５

諮問第 １ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに …１２７

ついて



報告第１号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 専決処分の内容 損害賠償の額を定めることについて

損害賠償額 １８５，５０４円

債 権 者 安芸郡海田町窪町２番１４号

株式会社 ライフアート・ホールディングス

代表取締役 土 井 崇 寛

２ 専決処分年月日 令和４年１２月２６日
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（参考事項）

令和４年１０月３１日市職員の行為によって発生した交通事故に伴う損

害賠償の額を定めるため、専決処分したものである。
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議案第１２号

廿日市市まち・ひと・しごと創生基金の設置、管理及び処分に関する条

例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市まち・ひと・しごと創生基金の設置、管理及び処分

に関する条例

（設置）

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規

定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する事業に要す

る経費の財源に充てるため、廿日市市まち・ひと・しごと創生基金（以

下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代

えることができる。

（処分）

第４条 基金は、設置の目的に従い、予算の定めるところによりその全部

又は一部を処分することができる。

（運用益金の処理）

第５条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、

この基金に編入するものとする。

（繰替運用）

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用

することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、

市長が定める。

附 則
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この条例は、公布の日から施行する。
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（提案理由）

地域再生法に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施

する事業に要する経費の財源に充てる目的で、廿日市市まち・ひと・しご

と創生基金を設置するため、この条例案を提出するものである。
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議案第１３号

廿日市市あさはらまちづくり交流センター設置及び管理条例案を次のよ

うに提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市あさはらまちづくり交流センター設置及び管理条例

（設置）

第１条 地域資源を活用した産業の振興及び交流の促進を図り、あわせて

市民の生涯学習、地域福祉等の諸活動を通して活力に満ちた農山村地域

づくりを推進するため、廿日市市あさはらまちづくり交流センター（以

下「交流センター」という。）を設置する。

（位置）

第２条 交流センターの位置は、廿日市市浅原２６５４番地３とする。

（構成施設）

第３条 交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 中央活性化センター

(2) 交流会館

(3) 交流広場

(4) 交流ホール

（事業）

第４条 交流センターは、次の事業を行う。

(1) 農山村の産業振興に関すること。

(2) 移住及び定住の促進並びに地域内外との交流に関すること。

(3) 生涯学習の推進に関すること。

(4) まちづくり活動の支援に関すること。

(5) 健康増進及び地域福祉の推進に関すること。

(6) その他交流センターの目的を達成するために必要な事業に関するこ

と。

（使用時間等）

第５条 交流センターの使用時間及び休館日は、別表第１のとおりとする。

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用

時間を変更し、又は休館日以外の日に交流センターの全部若しくは一部

を休館し、若しくは休館日に交流センターの全部若しくは一部を開館す
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ることができる。

（使用の許可）

第６条 交流センターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）を

使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、市長の許可を受け

なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様

とする。

２ 市長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理運営上

必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができ

る。

（使用許可の制限）

第７条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいず

れかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ

るとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

（使用料等の納付等）

第８条 別表第２に掲げる施設等を使用する者は、同表に定める基本使用

料又は使用料（以下「使用料等」という。）を納付しなければならない。

２ 使用料等（シャワーの使用に係るものを除く。）は、第６条第１項の

施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市

長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は

免除することができる。

４ 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。

（使用許可の取消し等）

第９条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、
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又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第７条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

２ 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の

方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、

これに対して賠償する義務を負わない。

（指定管理者による管理等）

第１０条 交流センターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。

２ 前項の規定により指定管理者が交流センターの管理を行う場合には、

交流センターを利用する者が納付する基本利用料金及び利用料金（以下

「利用料金等」という。）は、当該指定管理者の収入とする。

３ 第５条から前条まで並びに別表第１及び別表第２の規定は、第１項の

規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合について準

用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第５条第１項 使用時間 利用時間

第５条第２項 市長 指定管理者

使用時間 利用時間

認めるときは 認めるときは、あらかじ

め市長の承認を得て

第６条 使用 利用

市長 指定管理者

第７条 市長 指定管理者

使用 利用

第８条第１項 使用 利用

同表に定める基本使用料 同表に定める額を上限と

又は使用料（以下「使用 して、指定管理者が市長
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料等」という。） の承認を得て定める利用

料金等

第８条第２項 使用料等 利用料金等

使用 利用

市長 指定管理者

第８条第３項及

び第４項

市長 指定管理者

使用料等 利用料金等

第９条第１項 市長 指定管理者

使用 利用

使用者 利用者

第９条第２項 使用 利用

使用者 利用者

別表第１ 使用時間 利用時間

別表第２の１の

表

基本使用料 基本利用料金

別表第２の１の

表の備考１

使用者 利用者

使用 利用

基本使用料 基本利用料金

この表に定める額 この表に定める額を上限

として、指定管理者が市

長の承認を得て定める基

本利用料金

別表第２の１の

表の備考２

使用許可時間 利用許可時間

使用時間 利用時間

使用 利用

基本使用料 基本利用料金

使用区分に係る基本使用

料

利用区分に係る基本利用

料金を上限として、指定

管理者が市長の承認を得
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（指定管理者の指定の申請）

第１１条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるとこ

ろにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長

に提出しなければならない。

（指定管理者の指定）

第１２条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基

準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る交流センター

の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者とし

て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、交流センターの利用者の平等な利用を確保で

きるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、交流センターの効用を最大限に発揮させるも

のであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものである

こと。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有

しており、又は確保できる見込みがあるものであること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、交流センターの設置の目的を達成する

て定める基本利用料金

別表第２の１の

表の備考３

基本使用料 基本利用料金

別表第２の２の

表

使用料 利用料金

別表第２の２の

表の備考

使用者 利用者

使用 利用

使用料 利用料金

この表に定める額 この表に定める額を上限

として、指定管理者が市

長の承認を得て定める利

用料金
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ために十分な能力を有しているものであること。

（指定管理者が行う業務）

第１３条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第４条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 交流センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金等の徴収に関する業務

(4) 交流センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関して市長が必

要と認める業務

（事業報告書の作成及び提出）

第１４条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成

し、市長に提出しなければならない。

（業務報告の聴取等）

第１５条 市長は、交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者

に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報

告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

（指定の取消し等）

第１６条 市長は、指定管理者が第１４条の規定に従わないとき、前条の

規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指

定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続

することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２ 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害

が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

（委任）

第１７条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要

な事項は、規則で定める。

附 則
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（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 第６条の規定による使用の許可及び第１２条の規定による指定管理者

の指定並びにこれらに係る手続その他この条例を施行するための準備行

為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

（廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例及び廿日市市浅原

交流拠点施設設置及び管理条例の廃止）

３ 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例（平成１５年条

例第３８号）

(2) 廿日市市浅原交流拠点施設設置及び管理条例（平成３０年条例第４

１号）

別表第１（第５条関係）

区 分 使用時間 休館日

中央活性化センター ９時から２１時３０分

まで

水曜日及び１２月２９

日から翌年１月３日ま

での日。ただし、水曜

日が国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定

する休日（以下「休

日」という。）に当た

るときは、その直後の

休日でない日

交流会館 ９時から１７時まで 水曜日及び１２月２９

日から翌年１月３日ま

での日。ただし、水曜
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別表第２（第８条関係）

１ 中央活性化センター

備考

１ 使用者がこの表に掲げる施設等を営利目的で使用する場合におけ

る基本使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ２を乗じて得た

額とする。

２ 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場

合における基本使用料の額は、超過時間１時間までごとに、当該使

用区分に係る基本使用料の１時間当たりの額に１．５を乗じて得た

額とする。この場合において、超過時間に 1 時間未満の端数がある

ときは、１時間として計算する。

３ 基本使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り

日が休日に当たるとき

は、その直後の休日で

ない日

交流広場 ９時から２１時３０分

まで

１２月２９日から翌年

１月３日までの日

交流ホール ９時から２１時３０分

まで

１２月２９日から翌年

１月３日までの日

区 分

基 本 使 用 料

午 前 午 後 夜 間 午前・午後 午後・夜間 １ 日

９時から

12時30分

まで

13時から

17時まで

17時から

21時30分

まで

９時から

17時まで

13時から

21時30分

まで

９時から

21時30分

まで

多目的ホール 1,620円 1,850円 2,080円 3,710円 3,940円 5,800円

農事研修室 370円 420円 480円 850円 910円 1,340円

視聴覚室 460円 530円 590円 1,060円 1,120円 1,650円

教養娯楽室 670円 770円 860円 1,540円 1,640円 2,410円

調理実習室 420円 480円 540円 960円 1,020円 1,510円
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捨てる。

２ 交流広場等

備考 使用者がこの表に掲げる施設等（シャワーを除く。）を営利目的

で使用する場合における使用料の額は、この表に定める額にそれぞ

れ２を乗じて得た額とする。

区 分 単 位 使用料

交流広場（上段） １時間までごとに 130 円

交流広場（下段） １時間までごとに 370 円

交流ホール １時間までごとに 440 円

屋外照明設備 １時間までごとに 250 円

シャワー １人１回につき 100 円
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（提案理由）

地域資源を活用した産業の振興及び交流の促進を図り、あわせて市民の

生涯学習、地域福祉等の諸活動を通して活力に満ちた農山村地域づくりを

推進することを目的に、廿日市市あさはらまちづくり交流センターを設置

し、その管理に関して必要な事項を定めるため、この条例案を提出するも

のである。
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議案第１５号

廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例

廿日市市職員定数条例（昭和６２年条例第３３号）の一部を次のように

改正する。

第２条の表１の項中「７８９人」を「８００人」に改め、同表８の項を

削り、同表合計の項中「１，０９０人」を「１，０７５人」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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（提案理由）

新型コロナウイルス感染症への的確な対応、新たな行政課題への対応及

び次代を見据えたまちづくりに重点的・戦略的に取り組むための体制整備

並びに水道事業の広島県水道広域連合企業団への参加に伴い、条例で定め

る職員の定数を改めるため、この条例案を提出するものである。
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議案第１６号

廿日市市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例案を次のよ

うに提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

廿日市市財政状況の公表に関する条例（昭和３９年条例第１４号）の一

部を次のように改正する。

第４条第１項中「廿日市市広報に登載してこれを」を「廿日市市広報へ

の登載又は廿日市市ホームページへの掲載により」に改め、同条第２項中

「前項の廿日市市広報」を「財政状況の写し」に、「発行」を「公表」に

改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（提案理由）

市の財政状況について、より分かりやすく、より広く市民へ周知を図る

ことを目的として、その公表方法に、新たに市ホームページへの掲載によ

る方法を追加するため、この条例案を提出するものである。

－ 31 －





議案第１７号

廿日市市公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部

を改正する条例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する

条例の一部を改正する条例

廿日市市公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和

５５年条例第３６号）の一部を次のように改正する。

第４条に次のただし書を加える。

ただし、学校施設の財産処分手続に伴い積み立てた基金については、

学校施設整備に要する経費に充てる場合に限り処分することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（提案理由）

学校施設の財産処分手続において国庫納付の必要が生じないよう、当該

手続に伴い積み立てた基金については、学校施設整備に要する経費に充て

る場合に限り処分できることとすることを定めるため、この条例案を提出

するものである。
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議案第１８号

廿日市市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例案を次のように提

出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例

廿日市市墓地設置及び管理条例（昭和３７年条例第１１号）の一部を次

のように改正する。

題名を次のように改める。

廿日市市墓地等設置及び管理条例

第１条中「廿日市市墓地」の次に「及び納骨堂（以下「墓地等」とい

う。）」を加える。

第２条中「墓地」を「墓地等」に改める。

第４条に次の１項を加える。

３ 納骨堂は、焼骨の収蔵の用に供する目的以外に使用することはできな

い。

第５条第１項中「合葬墓」の次に「並びに納骨堂」を加え、同条第２項

中「墓地」を「墓地等」に改める。

第６条第１項に次の１号を加える。

(4) 納骨堂 ５年

第６条第２項中「前項第２号」の次に「及び第４号」を加え、同条に次

の１項を加える。

３ 第１項第４号に掲げる施設に係る使用期間の更新は、使用期間を通算

して２０年を超えることができない。

第７条第１項第１号ただし書中「埋蔵」の次に「し、又は収蔵」を加え、

同項第５号及び同条第２項第３号中「又は樹木葬墓」を「若しくは樹木葬

墓又は納骨堂」に改める。

第９条第１項第４号中「又は樹木葬墓」を「若しくは樹木葬墓又は納骨

堂」に改める。

第１０条第１項中「墓地」を「墓地等」に改め、同条第２項中「以下

「代替墓地」を「次項において「代替墓地等」に改め、同条第３項中「代

替墓地」を「代替墓地等」に改める。

第１３条中「又は合葬墓」を「若しくは合葬墓」に改め、「限る。）」
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の次に「又は納骨堂」を加える。

第１５条中「樹木葬墓」の次に「並びに納骨堂」を加える。

第１６条中「第三霊峯墓苑」の次に「、第三霊峯納骨堂」を加える。

第１９条中「以下」の次に「この条において」を加える。

第２０条第１項中「又は樹木葬墓」を「若しくは樹木葬墓若しくは納骨

堂」に改め、「とき」の次に「又は納骨堂の使用者が更新許可を受けず第

１２条の規定により当該納骨堂を返還したとき」を加え、「又は埋蔵」を

「若しくは埋蔵」に改め、「焼骨」の次に「又は納骨堂に収蔵された焼骨」

を加える。

第２１条第１項、第２２条並びに第２４条各号列記以外の部分、第１号、

第２号及び第４号中「墓地」を「墓地等」に改める。

第２５条第１号中「墓地」を「墓地等」に改め、同条第２号中「埋蔵等」

を「埋蔵、納骨堂への焼骨の収蔵等」に改め、同条第３号中「墓地」を

「墓地等」に改める。

第２７条中「墓地」を「墓地等」に改める。

別表第１第三霊峯墓苑の項の次に次のように加える。

別表第２に次のように加える。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

第三霊峯納骨堂 廿日市市宮内４００３番地

納骨堂 １体につき ５年間 10,000 円
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（提案理由）

第三霊峯納骨堂を設置し、その使用料等を定めるなどの改正を行うため、

この条例案を提出するものである。
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議案第１９号

廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市印鑑条例の一部を改正する条例

廿日市市印鑑条例（昭和４９年条例第１８号）の一部を次のように改正

する。

第１７条の見出し中「個人番号カード」を「個人番号カード等」に改め、

同条第１項中「自らの」を削り、「電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）」を

「自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書（電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法

律第１５３号。以下「公的個人認証法」という。）」に、「利用者証明用

電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。）」

に改め、「次条において同じ。）」の次に「又は移動端末設備（電気通信

事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定す

る移動端末設備をいい、自己に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明

書（公的個人認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者

証明用電子証明書をいう。）が記録された電磁的記録媒体が組み込まれて

いるものに限る。次条において同じ。）」を加える。

第１８条第２号中「カード記録事項が滅失し」を「記録又は移動端末設

備に組み込まれた電磁的記録媒体の記録の」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。
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（提案理由）

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律の一部が改正されたことなどを踏まえ、コンビニエンスストア等におけ

る移動端末設備を利用した印鑑登録証明書の自動交付サービスについて必

要な事項を定めるなどのため、この条例案を提出するものである。
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議案第２０号

廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例案を次のように提出す

る。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎

－ 45 －



廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例

廿日市市国民健康保険条例（昭和３５年条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。

第６条第１項中「４０万８，０００円」を「４８万８，０００円」に改

める。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

２ 改正後の規定は、令和５年４月１日以後の出産について適用し、同日

前の出産については、なお従前の例による。
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（提案理由）

健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額が引き上げら

れることに合わせて、国民健康保険の被保険者に支給する出産育児一時金

の額の引上げを行うため、この条例案を提出するものである。
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議案第２１号

廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例

（廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正）

第１条 廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第６条の次に次の２条を加える。

（安全計画の策定等）

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図る

ため、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事

業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、

取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活

における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健

全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条

において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要

な措置を講じなければならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知

するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者

との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内

容等について周知しなければならない。

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、

必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行する

ときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を
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確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなけ

ればならない。

第１２条の次に次の１条を加える。

（業務継続計画の策定等）

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業

所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について

周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努め

なければならない。

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。

（廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正）

第２条 廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第７条の次に次の２条を加える。

（安全計画の策定等）

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るた

め、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安

全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含

めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安
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全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」と

いう。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知すると

ともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者と

の連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容

等について周知しなければならない。

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行

するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳

幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の

所在を確認しなければならない。

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳

幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並び

にこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しな

いものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落

としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行す

るときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落とし

を防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用

乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。

第１０条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない

場合に限り」を加え、ただし書を削る。

第１３条を次のように改める。

第１３条 削除

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「職員に対し、感染症及
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び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。

（廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正）

第３条 廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

第２６条を次のように改める。

第２６条 削除

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条中廿日

市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第１３

条の改正規定及び第３条の規定は、公布の日から施行する。

（廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正に伴う経過措置）

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第１条の規定

による改正後の廿日市市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第６条の２の規定の適用については、同条第１項中

「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２

項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、

同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなけれ

ば」とする。

（廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正に伴う経過措置）

３ 第２条の規定による改正後の廿日市市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第７条の３第２項の規定の適用については、

家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日

常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその

－ 53 －



他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」と

いう。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があると

きは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えない

ことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動

車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる

措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。

－ 54 －



（提案理由）

児童福祉法及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令において放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

等の一部が改正されたことなどに伴い、必要な基準を定めるなどの改正を

行うため、この条例案を提出するものである。

－ 55 －





議案第２２号

廿日市市保育園条例等の一部を改正する条例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市保育園条例等の一部を改正する条例

（廿日市市保育園条例の一部改正）

第１条 廿日市市保育園条例（昭和６３年条例第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。

第４条第１号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

め、同条第２号中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改

め、同条第３号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

める。

（廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正）

第２条 廿日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

第４条第２項各号列記以外の部分中「第１９条第１項第３号」を「第

１９条第３号」に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１

９条各号」に改め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９

条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同条第３項中「第１９条第１項第２号又は第３号」を「第１９条第

２号又は第３号」に、「同項第２号又は第３号」を「同条第２号又は第

３号」に改める。

第７条第２項中「第１９条第１項第２号又は第３号」を「第１９条第

２号又は第３号」に改める。

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９

条第１号」に改め、同号ア(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に改め、同号イ(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９
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条第１号」に改め、同号イ(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に改める。

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改める。

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改める。

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第１号又は第２号」を「同条第１号又は第２号」に、「同項第１

号に」を「同条第１号に」に改める。

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を

「第１９条第３号」に改める。

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項

第１号に」を「第１９条第１号に」に、「第１９条第１項第１号又は第

３号」を「第１９条第１号又は第３号」に、「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に改める。

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第
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１９条第２号」に改める。

（子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部改正）

第３条 子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例（平成２７年条

例第２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第８７条」を「第８２条」に改める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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（提案理由）

子ども・子育て支援法の一部が改正されたことなどにより、それぞれの

条例で引用している同法の規定が移動したことなどに伴い、必要な規定の

整理を行うため、この条例案を提出するものである。

－ 61 －





議案第２３号

廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の一部を改正

する条例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例の

一部を改正する条例

廿日市市都市公園及び公園施設の設置の基準に関する条例（平成２４年

条例第３２号）の一部を次のように改正する。

第４条中「１００分の２」を「１００分の５」に改める。

第５条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 公園施設の建築面積の基準の特例について政令第６条第６項に掲げる

場合に関する法第５条の９第１項の規定により読み替えて適用する法第

４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、政令第６条第６項に規定す

る建築物に限り、都市公園の敷地面積の１００分の１０を限度として前

条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（提案理由）

都市公園の再生及び活性化を推進することを目的として、都市公園にお

ける公園施設に係る建蔽率を緩和し、及び公募対象公園施設に係る建蔽率

の特例を定めるため、この条例案を提出するものである。
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議案第２４号

廿日市市小規模下水道条例の一部を改正する条例案を次のように提出す

る。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市小規模下水道条例の一部を改正する条例

廿日市市小規模下水道条例（昭和５２年条例第４３号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第１に次のように加える。

附 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。

２ この条例による改正後の第１２条の規定による使用開始の届出その他

この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行前においても行

うことができる。

宮島口西団地下水道 廿日市市宮島口西二丁目１

０番８号

市長が告示する区域
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（提案理由）

宮島口西団地汚水処理施設を小規模下水道として管理するため、この条

例案を提出するものである。
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－ 82 －



－ 83 －
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議案第２７号

廿日市市都市計画事業基金の設置、管理及び処分に関する条例等を廃止

する条例案を次のように提出する。

令和５年２月２２日

廿日市市長 松 本 太 郎
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廿日市市都市計画事業基金の設置、管理及び処分に関する条

例等を廃止する条例

次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 廿日市市都市計画事業基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭

和６３年条例第１４号）

(2) 廿日市市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例（平

成元年条例第４号）

(3) 廿日市市いきいき長寿基金の設置、管理及び処分に関する条例（平

成２年条例第２号）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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（提案理由）

廿日市市都市計画事業基金、廿日市市スポーツ振興基金及び廿日市市い

きいき長寿基金に関し、所期の目的を達成し、現状では保有する現金がな

く、今後の活用が見込まれないことなどから、この条例案を提出するもの

である。
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議案第３８号

過疎地域持続的発展計画の変更について

過疎地域持続的発展計画を次のとおり変更することについて、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条

第１０項において準用する同条第１項の規定により、市議会の議決を求め

る。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

次のとおり過疎地域持続的発展計画を変更する。

「

３の(3)の表中

林道整備事業 廿日市市

大向長者原線

小川線

魚切線

頓原迫谷線

悪谷線

玖島川末線

太田川林業基幹線

」
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」

「

林道整備事業

大向長者原線

小川線

魚切線

頓原迫谷線

悪谷線

玖島川未線

太田川林業基幹線

焼山３号線

下山線

廿日市市

「

を に、
港湾施

「

港湾施設整備負担金

設整備負担金 廿日市市

(広島県)
を

港湾施設維持管理事

」 宮島商工会館管理運

廿日市市

(広島県)

に改める。
業 廿日市市

営事業 廿日市市

」
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７の(2)のアに次のように加える。

○ 宮島地域の子育てニーズに対応するため、既存の市立幼稚園を改

修し、認定こども園を整備します。

「

７の(3)の表中
(3)高齢者福祉施設

その他 福祉センター管理運営事業

「

(2)認定こども園 保育園整備事業

を
廿日市市 (3)高齢者福祉施設

」 その他 福祉センター管理運

廿日市市

に改める。

営事業 廿日市市

」
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（提案理由）

過疎地域の持続的発展に寄与する目的で、林道整備事業、港湾施設維持

管理事業、宮島商工会館管理運営事業及び保育園整備事業を過疎地域持続

的発展計画に加えるため、当該計画を変更することについて、市議会の議

決を求めるものである。
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議案第３９号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めることについて

浅原辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり定めることに

ついて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、市議

会の議決を求める。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎
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総 合 整 備 計 画 書

広島県 廿日市市 浅原辺地

（辺地の人口：５５０人、面積：７．３ｋ㎡）

１ 辺地の概況

(1) 辺地を構成する町又は字の名称 廿日市市浅原

(2) 地区の中心の位置 廿日市市浅原２６１４番地１

(3) 辺地度点数 １１５点

２ 公共的施設の整備を必要とする事情

本地区は、佐伯地域の南西部に位置し、大竹市、山口県岩国市と接しています。

地区の状況は、昭和３５年の国勢調査人口１，７０１人に対し、令和４年４月１日現在の

人口は５５０人で大幅に人口が減少し、高齢化、過疎化が進行しています。

また、農業従事者においても、高齢化や担い手不足が進んでおり、営農効率の維持・向上

や耕作放棄地の拡大防止につながる取組が必要です。

今回、老朽化が著しい農道本郷２号線（本郷２号橋）の橋りょう補修工事を行うことで、

農作業労力の軽減等を図り、農業経営の安定化に資する取組を推進します。

３ 公共的施設の整備計画

令和５年度から令和６年度まで ２年間

（単位：千円）

区 分
事業費

財 源 内 訳 一般財源の
うち辺地対
策事業債の
予定額施設名 事業主体名 特定財源 一般財源

農道

（農道本郷２号線）

補修設計

補修工事

廿日市市

廿日市市

8,000

10,000

8,000

10,000

8,000

10,000

合 計 18,000 18,000 18,000
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（提案理由）

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律で規定する辺地に該当する浅原辺地において、同法により公共的施設

を整備するため、当該辺地に係る公共的施設の総合整備計画を定めること

について、市議会の議決を求めるものである。
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議案第４０号

広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の

変更に関する協議について

広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更に関し、

次により協議を行うことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の２第４項の規定により、市議会の議決を求める。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の

一部を変更する連携協約

広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約（平成２８年

４月１日施行）の一部を次のように変更する。

別表中

「

」

を

「

地域医療提

供体制の確

保

圏域内住民が地域で安心して

生活を営めるよう、圏域内にお

ける効果的・効率的な救急医療

体制づくりなど、地域医療の充

実・強化に取り組む。

効果的・効率的な救

急医療体制づくりなど

に主体的に取り組む。

効果的・効率的な救

急医療体制づくりなど

に甲と協力して取り組

む。

地域医療提 圏域内住民が地域で安心して 効果的・効率的な救 効果的・効率的な救
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」

に改める。

附 則

この連携協約は、令和５年４月１日から施行する。

供体制の確

保

生活を営めるよう、圏域内にお

ける効果的・効率的な救急医療

体制づくりなど、地域医療の充

実・強化に取り組む。

急医療体制づくりなど

に主体的に取り組む。

急医療体制づくりなど

に甲と協力して取り組

む。

地域包括ケ

アの推進

圏域内の高齢者が、可能な限

り、住み慣れた地域で自立した

日常生活を営めるよう、ケアマ

ネジメントの質向上など、地域

包括ケアの推進に取り組む。

ケアマネジメントの

質向上などに主体的に

取り組む。

ケアマネジメントの

質向上などに甲と協力

して取り組む。
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（提案理由）

広島市と廿日市市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約について、広

島市と協力して実施し、相互に連携を図る取組を追加するため、当該連携

協約を変更することに関し、同市と協議することについて、市議会の議決

を求めるものである。

－ 113 －





－ 115 －



－ 116 －



議案第４２号

字の区域の廃止及び町の区域の設定について

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規

定による住居表示の実施のため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２６０条第１項の規定により、廿日市市の別図１に示す区域内の字の区

域を廃止し、その区域をもって別図２に示す町の区域を新たに画すること

について、市議会の議決を求める。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎
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　 別図１

凡　　　　例

従来の字界、字名

廃止する字の区域

 字○○

字新屋敷

字河田

字北山

字鏡田

字玉ノ井

字大方

字野坂

字針田

― 118 ―



　 別図２

凡　　　　例

新町名

設定する町の区域

○○丁目

宮内二丁目

宮内三丁目

― 119 ―



（提案理由）

宮内地区の一部について、住居表示を実施することに伴い、字の区域を

廃止し、町の区域を新たに画するため、市議会の議決を求めるものである。

－ 120 －



議案第４３号

市道路線の認定及び廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項

の規定により、次のとおり市道の路線を認定し、及び廃止することについ

て、市議会の議決を求める。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 市道路線の認定

２ 市道路線の廃止

番 号 認定路線名 起 点 終 点

１４４０ 二 重 原 線 廿日市市上平良字二

重原４８５番１地先

廿日市市上平良字大

迫１００４４番１地

先

１４４１ 新 開 堤 防

１ 号 支 線

廿日市市串戸二丁目

４８２５番８地先

廿日市市串戸二丁目

４８２５番１４地先

２１９８ 河津上中組

２ 号 線

廿日市市河津原字上

中組６２２番３地先

廿日市市河津原字上

中組６０８番２地先

番 号 廃止路線名 起 点 終 点

２１９８ 河津上中組

２ 号 線

廿日市市河津原字上

中組６２２番３地先

廿日市市河津原字上

中組６１７番２地先
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（提案理由）

事業計画のある新設道路などを市道路線に認定し、この認定に伴い路線

が重複することとなる市道路線を廃止することについて、市議会の議決を

求めるものである。

－ 122 －



議案第４４号

廿日市市公平委員会委員の選任の同意について

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定に

より、次の者を廿日市市公平委員会の委員に選任することについて、市議

会の同意を求める。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

氏 名 水 中 誠 三

－ 123 －



（提案理由）

廿日市市公平委員会の委員水中誠三の任期が、令和５年３月３１日をも

って満了するので、その後任委員の選任について、市議会の同意を求める

ものである。

－ 124 －



議案第４５号

廿日市市教育委員会委員の任命の同意について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第４条第２項の規定により、次の者を廿日市市教育委員会の委員に任命す

ることについて、市議会の同意を求める。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

氏 名 片 嶋 学

－ 125 －



（提案理由）

廿日市市教育委員会の委員片嶋学の任期が、令和５年３月１０日をもっ

て満了するので、その後任委員の任命について、市議会の同意を求めるも

のである。

－ 126 －



諮問第１号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定によ

り、次の者を人権擁護委員に推薦することについて、市議会の意見を求め

る。

令和５年２月２２日提出

廿日市市長 松 本 太 郎

氏 名 向井田 さつき

－ 127 －



（提案理由）

人権擁護委員松浦伸二の任期が、令和５年６月３０日をもって満了する

ので、その後任委員の推薦について、市議会の意見を求めるものである。

－ 128 －


